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主 文

被告人を判示第１の罪について懲役１５年に，判示第２及び第３の罪に

ついて無期懲役に処する。

理 由

（犯罪事実）

【第１事件】

第１ 被告人は，Ａ，Ｂ及びＣと共謀の上，Ｄを殺害しようと計画し，平成１１年

１月３１日午前９時過ぎころ，東京都中野区ａｂ丁目ｃ番ｄ号所在のｅハイツ３０

２号室のＤ方居室内において，就寝中のＤに対し，殺意をもって，ＡがＤの顔面，

頭部等を鉄パイプで多数回殴り，ＢがＤの頸部をロープで絞め付け，よって，その

ころ，その場で，Ｄを死因不詳により死亡させて殺害したが，平成２１年６月５日，

宮城県警察司法警察員Ｅに自首した。

【第２事件】

第２ 被告人は，Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＩと共謀の上，Ｊを営利の目的で誘拐した上，

逮捕監禁しようと計画し，

１ 平成１６年９月３日夕方ころ，東京都武蔵野市ｆｇ丁目所在の駐車場におい

て，あらかじめけん銃の取引をするなどと偽って誘い出したＪをその場に駐車中の

普通乗用自動車（以下「本件車両」という。）に乗車させて発進させ，Ｊを誘拐し，

２ 引き続き，その場から茨城県鉾田市ｈｉ番地ｊ所在の別荘に向かい移動する

間，本件車両内において，Ｊの身体を押さえ付け，その顔面にガムテープを巻き付

けて目隠しし，両手に手錠をかけるなどして逮捕し，そのまま別荘内にＪを連行し

た上，Ｊを同様に拘束したまま本件車両に再度乗車させて，仙台市ｋ区ｌ地内の山

林（以下「本件山林」という。）まで連行し，同月４日午前１１時３０分ころ，そ

の場で，本件車両から降車させるまでの間，その車内等から脱出することを不能に

し，

もってＪを営利の目的で誘拐した上，不法に逮捕監禁した。
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第３ 被告人は，Ａ及びＦと共謀の上，Ｊを殺害して金品を強取しようと計画し，

平成１６年９月４日午前１１時３０分ころ，本件山林内において，殺意をもって，

Ｊの頸部をロープで絞め付け，頭部をバールで殴るなどし，そのころ，その場で，

Ｊを死因不詳により死亡させて殺害し，同日夜から同月６日ころまでの間，同市ｍ

区ｎｏ丁目ｐ番ｑ号所在のｒ８０２号のＪ方において，その場に設置された金庫内

からＪ所有の現金約５千万円及び預金通帳数通を強取した。

（確定裁判）

１ 事 実（判示第１の罪につき）

平成１３年２月２２日鳥取地方裁判所米子支部宣告

覚せい剤取締法違反幇助，関税法違反幇助罪により懲役５年及び罰金３０万円

平成１３年２月２８日確定

２ 事 実（判示第２及び第３の罪につき）

平成１９年１０月９日前橋地方裁判所宣告

住居侵入，強盗，強盗殺人未遂罪により懲役２３年

平成１９年１０月２４日確定

（争点及び争点に対する判断）

１ 本件の争点は，第１事件について，被告人による自首が認められるか否かであ

る。

２ 自首の成立が否定されるためには，被告人が犯罪事実を申告する前に，捜査機

関に犯罪事実が発覚している必要があるところ，証人Ｋの証言や捜査状況に関する

統合捜査報告書によれば，捜査機関は，平成２０年１０月２０日，被告人の実弟で

あるＬから，被告人が自分の兄貴分を殺した旨の供述を得ていること，しかし，同

供述によっても殺された人物がＤであるとは特定されていないこと，また，上記供

述の信用性を担保する客観的な証拠は被告人が自供する以前は存在していないこと，

捜査機関も被告人の自供が得られるまで本件に関する捜査を進めておらず，被告人
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の自供によって捜査が大きく進展していることが認められる。

以上の事実からすれば，被告人が自供する以前は，被告人が被害者を殺害したこ

とについては捜査機関の推測の域を出ない状況にあったと推認されるのであって，

本件犯行が捜査機関に発覚していたということはできない。

３ 以上より，第１事件については，被告人による自首が成立する。

（量刑の理由）

第１ 第１事件について

１ 本件は，被告人が，暴力団における兄貴分であった被害者に恨みを抱き，所

属する犯罪組織の構成員らと共謀の上，被害者の顔面や頭部を鉄パイプで多数回殴

るとともに，ロープで首を絞め付けるなどして殺害したという殺人の事案である。

２ 検察官が主張するとおり，本件犯行は組織的かつ計画的なものであり，被告

人は，自らが中心となって，共犯者に具体的な計画を立てさせるなどして，本件犯

行を実行させている。被告人は本件犯行の首謀者であり，その責任は重大である。

また，被告人は，個人的な恨みを晴らすために，無関係であった犯罪組織の構成員

を引き込み，とりわけ未成年者までも殺人という重大犯罪に巻き込んでおり，この

点も大きく非難されるべきである。

また，被告人らは，検察官が主張するように，就寝中の被害者の顔面を鉄パイプ

で強打し，ロープで首を絞め上げた上，執拗に顔面や頭部等を多数回にわたって殴

打し続け，被害者が動かなくなった後も殴打し続けている。その犯行態様は極めて

残虐であり，凶悪である。なお，被告人自身は，直接暴行を加えていないものの，

制止をしていないこと，自らも暴行を加えるつもりであったことからすれば，被告

人が暴行に加わっていないことは，被告人の刑には影響しないというべきである。

このように，本件犯行が組織的かつ計画的になされたものであることや，犯行態

様が極めて残虐かつ凶悪であり，被告人が首謀者であることは，被告人の刑を決め

る上で最も重視すべき事情であるといえる。

なお，弁護人が指摘するように，被害者の被告人に対する言動が本件犯行に至る
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原因となったことには理解できる部分があるものの，被告人が自ら加入した暴力団

組織での上下関係に伴って発生した面もあることや，被告人が暴力団組織から逃げ

るという選択肢を有していながら，あえて殺害を決意していることからすれば，本

件犯行の動機に同情できる面があるとまではいえない。

３ 被害者が，苦しみながら殺害されたことや，被害者の遺体が，１０年以上も

の間，山林に埋められたままで，発見時には白骨化していたことも，検察官の主張

するとおりである。この点で，被害者の母親が，被告人に対し，厳しい処罰感情を

述べているが，こうした処罰感情は，本件犯行の態様や結果を反映したものであり，

これらは既に量刑上重視しているから，刑を決める上で改めて重視することは相当

でない。

４ 他方，弁護人が主張するように，被告人は，極刑になることも覚悟して事件

内容を捜査機関に話し，本件では自首が成立する上，被告人の自供によりその後の

捜査が大きく進展している。このように被告人が本件の全容解明に大きく貢献した

ことは被告人に有利な事情として考慮すべきである。

５ 検察官が主張するように，被告人は，本件犯行後も凶悪犯罪を繰り返し，犯

罪傾向が進んでいるが，他方，弁護人が主張するように，被告人は，被害者の遺族

に対しては謝罪の気持ちを有しており，被害者に対しても，遺棄現場において線香

や花を手向けるなど冥福を祈る態度を示していることは，被告人が公判廷において

極刑をも受け入れると述べ，また，犯行当時を振り返り，今から思えばばかだった

と思うと述べていることとも考え併せると，被告人は本件を後悔していると認めら

れるのであって，更生の可能性もないとはいえない。

６ 以上の事情，特に本件犯行が組織的かつ計画的であることやその犯行態様が

極めて残虐であり，凶悪であることからすれば，本件犯行は，殺人罪の中でも重大

な事案というべきであり，かつ，先に述べた被害結果の重大さや被告人の首謀者と

しての役割の大きさも考慮すると，被告人に対しては，刑種の選択において，無期

懲役刑を選択することとするが，なお，被告人の自首が本件の全容解明に大きく貢
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献していることに鑑みると，選択した無期懲役刑を減軽して，有期懲役刑の上限で

ある懲役１５年に処すことが相当である。

よって，判示第１の罪については，主文の刑に処すこととした。

第２ 第２事件について

１ 本件は，被告人が，所属する犯罪組織の構成員や暴力団組員らと共謀の上，

犯罪組織のトップであった被害者を殺して恨みを晴らし，多額の現金や利権を手に

入れるため，被害者を誘拐して逮捕監禁した後，殺害して現金や通帳を奪ったとい

う営利誘拐，逮捕監禁，強盗殺人の事案である。

２ 検察官が主張するとおり，被告人は，所属する犯罪組織や暴力団の構成員ら

と共謀して，被害者を殺害してその財産や利権をすべて奪い取るために，あらかじ

め綿密に計画を立て，各自の役割分担を決めた上で一連の犯行に及んでおり，本件

各犯行は組織的かつ計画的である。また，被告人は，被害者の殺害を最初に発案し，

犯罪組織の構成員や暴力団組員らを犯行に誘い込むなどして，自らが中心となって

犯行実行へと進んでおり，本件各犯行の首謀者といえる。

被告人らは，検察官の主張するように，被害者に目隠しして身体を拘束し，全裸

の状態にして暴行を加えて財産の隠し場所を白状させている。さらに，被告人らは，

殺害の場面においても，泣きながら命乞いをする被害者の首にロープをかけて絞め

付け，頭部をバールで殴った後，倒れて動かなくなった被害者の首を引き続きロー

プで絞めながら，再びバールで頭部を殴り付けている。本件各犯行の犯行態様は極

めて冷酷であり，かつ残虐である。特に，被告人は，高校の同級生であった被害者

を躊躇することなく殺害している。殺害行為の冷酷さは，際立っているといえる。

このように本件各犯行が組織的かつ計画的であること，中でも強盗殺人が極めて

冷酷かつ残虐な態様で行われていることからすれば，本件は，同じ犯罪類型の中で

も責任の重い事案ということができ，この点は被告人の刑を決めるにあたって最も

重視されるべきである。

他方，弁護人の指摘するように，被告人が被害者の言動に対し怒りの感情を抱く
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に至った経緯には理解できるところもあり，また，被告人が他の構成員らのために

犯行を決意した面があったことも認められるが，本件各犯行が被告人の個人的な恨

みを晴らし，被害者の財産や利権を奪うという目的でなされたものであることから

すれば，結局，上記の経緯等は犯罪組織内部の軋轢の問題にすぎないといえるので

あって，上記の経緯等を理由にして犯行動機に同情すべき部分があると考えること

はできない。

３ 次に，検察官が主張するとおり，被害者は若くして殺害されており，また，

殺害されるまで長時間にわたり目隠しをされたまま死の恐怖にさらされたことを考

えると，悲痛というほかない。被害者は，５千万円という多額の現金等を奪われた

上，現在まで遺体が発見されていない。この点で，被害者の母親が，「犯人に対し

ては，叶うものなら，息子がうけたと同じ苦しみを味わって死んでもらいたい」と

述べ，極刑を求める心情も理解できるが，第１事件で述べたのと同様に，このよう

な処罰感情を改めて重視することはできない。

４ 以上の事情，特に本件各犯行の組織性，計画性や強盗殺人の態様の冷酷さ，

残虐さからすれば，被告人の刑事責任は極めて重大というべきである。

５ 他方，弁護人が主張するように，被告人の自供は，結果として犯罪組織によ

る一連の事件の全容解明に役立っている。また，本件各犯行の計画，実行に当たっ

ては他の共犯者らもそれなりの役割を果たしている。

被告人が被害者の遺族に対しては謝罪の気持ちを述べ，被害者に対しても殺害現

場において線香や花を手向けていること，被告人が，公判廷で第１事件で述べたの

と同様の言動を取っていることを併せ考えれば，被告人は第１事件と同様，本件各

犯行についても後悔していると認められる。そうすると，被告人が本件各犯行の前

後にも凶悪犯罪を繰り返すなど犯罪傾向が進んでいることは検察官が主張するとお

りであり，被告人がいまだに本件各犯行を正当化するかのような発言をしているこ

とも認められるが，被告人には，自らの犯した罪に向き合い，反省の意味を模索し

ていると評価できる面があり，被告人に更生の余地がないとまではいえない。
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そうすると，被告人に対し，究極の刑罰である死刑を選択することには躊躇せざ

るを得ず，被告人については，刑務所での服役を通じて，被害者への冥福を祈らせ

るとともに，反省を深めさせることが相当であると考え，判示第２及び第３の罪に

ついては主文の刑に処すこととした。

よって，主文のとおり判決する。

（求刑―判示第１の罪について懲役１５年，判示第２及び第３の罪について無期懲

役）

平成２２年８月２７日

仙台地方裁判所第１刑事部

裁判長裁判官 鈴 木 信 行

裁判官 宮 田 祥 次

裁判官 吉 賀 朝 哉


